
目
　
　
　
次

告
　
　
　
示

○
漁
業
協
同
組
合
の
遊
漁
規
則
の
変
更
認
可
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
五

○
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
道
路
位
置
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
六

公
　
　
　
告

○
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
六

○
平
成
十
九
年
度
に
お
け
る
保
安
林
内
の
立
木
の
伐
採
を
許
可
す
べ
き
皆
伐
面
積
の
限
度
…
…
…
四
七

○
開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
八

正
　
　
　
誤

○
平
成
十
八
年
三
月
三
十
日
付
け
号
外
第
十
六
号
中
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
八

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
二
十
九
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
漁
業

協
同
組
合
の
遊
漁
規
則
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

平
成
十
九
年
二
月
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
漁
業
権
者
の
名
称
及
び
住
所

小
菅
村
漁
業
協
同
組
合
　
北
都
留
郡
小
菅
村
六
千
四
百
三
十
一
番
地

二
　
漁
業
権
の
免
許
番
号

内
共
第
七
号

三
　
認
可
に
係
る
変
更
内
容

１
　
第
三
条
第
二
項
の
表
中
「
田
元
橋
よ
り
下
流
、
腰
越
橋
ま
で
の
区
域
及
び
」
及
び
「
の
下
流
端
」

を
削
り
、「
一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
」
を
「
十
月
一
日
か
ら
解
禁
日
」
に
改
め
、
同
条

第
三
項
中
「
イ
欄
」
を
「
ウ
欄
」
に
改
め
、「
た
だ
し
、」
の
下
に
「
イ
欄
の
漁
具
・
漁
法
で
」

を
加
え
、
同
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ア
　
区
域

イ
　
漁
具
・
漁
法

ウ
　
期
間

小
菅
村
セ
ト
二
千
百
二
十
│
四
地
内

竿
釣
り
。
た
だ
し
、
疑
解
禁
日
か
ら
九
月
三
十
日
ま

に
あ
る
小
菅
村
漁
協
の
標
識
か
ら
下

似
餌
に
よ
る
釣
り

で

流
の
金
風
呂
橋
の
間
の
区
域

２
　
第
三
条
第
五
項
中
「
小
菅
村
字
田
元
四
千
五
十
七
番
地
」
を
「
小
菅
村
字
淀
四
千
百
二
十
三
番

地
先
」
に
、「
同
村
字
転
石
四
千
三
百
六
十
九
番
地
」
を
「
同
村
字
腰
越
四
千
七
十
六
番
地
先
」

に
改
め
る
。

四
　
変
更
後
の
遊
漁
規
則
の
施
行
日

平
成
十
九
年
一
月
二
十
三
日

山
梨
県
告
示
第
三
十
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
漁
業

協
同
組
合
の
遊
漁
規
則
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

平
成
十
九
年
二
月
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
漁
業
権
者
の
名
称
及
び
住
所

河
口
湖
漁
業
協
同
組
合
　
南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
河
口
二
千
九
百
八
十
五
番
地

二
　
漁
業
権
の
免
許
番
号

内
共
第
十
四
号

三
　
認
可
に
係
る
変
更
内
容

１
　
第
三
条
第
一
項
の
表
中
漁
具
・
漁
法
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

イ
、
漁
具
・
漁
法

竿
釣
り

（
た
だ
し
、
釣
竿
は
一
人
二
本
以
内
。
わ
か
さ
ぎ
以
外
の
胴
付
き
釣
仕
掛
け
並
び
に
ふ
な
、
こ

い
を
除
く
撒
き
餌
の
禁
止
、
ト
ロ
ー
リ
ン
グ
の
禁
止
、
及
び
ワ
ー
ム
類
で
下
記
欄
外
に
示
す
と

お
り
の
内
容
に
つ
い
て
使
用
を
禁
止
す
る
。）

２
　
第
三
条
第
一
項
の
表
の
欄
外
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ
、
漁
具
・
漁
法
の
ワ
ー
ム
類
の
内
容
　
①
軟
質
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
疑
似
餌
及
び
合
成
素
材
付
け

餌
を
使
用
し
て
の
遊
漁
。
②
上
記
の
う
ち
ス
ピ
ー
ナ
ー
ベ
イ
ト
、
ラ
バ
ー
ジ
グ
、
ポ
ー
ク
リ
ン
ド

（
天
然
素
材
の
も
の
）
は
除
外
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
三
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
二
月
一
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

四
五

山
梨
県
公
報
平
成
十
九
年二

月
一
日

第
千
七
百
三
十
三
号

木　曜　日



３
　
第
四
条
第
一
項
の
表
中
期
間
及
び
遊
漁
料
（
消
費
税
込
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

期
間
　
　
　
　
　
　
　
　
遊
漁
料
（
消
費
税
込
）

一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
前
売
り
　
八
百
円

現
場
売
り
　
千
三
百
円

三
ヶ
月
　
　
　
　
　
　
　
三
千
五
百
円

一
年
　
　
　
　
　
　
　
　
一
万
五
百
円

四
　
変
更
後
の
遊
漁
規
則
の
施
行
日

平
成
十
九
年
一
月
二
十
三
日
。
た
だ
し
、
三
の
１
及
び
２
に
つ
い
て
は
平
成
十
九
年
五
月
一
日

山
梨
県
告
示
第
三
十
一
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
書
は
、
山
梨
県
中
北
建
設
事
務
所
（
峡
北
支
所
を
除

く
。）
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
二
月
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
道
路
の
位
置

韮
崎
市
藤
井
町
北
下
條
字
上
横
屋
四
三
三
番
七

二
　
道
路
の
幅
員

五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

三
　
道
路
の
延
長

二
九
・
六
〇
メ
ー
ト
ル

公
　
　
　
告

'

介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
の
指
定

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
、
第
四
十
六
条
第
一
項
及
び

第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
を
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
十
九
年
二
月
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

名
　
　
称

所
　
在
　
地

介
護
保
険
事
業
所

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

指
定
年
月
日

番
　
　
　
号

向
山
ク
リ
ニ
ッ

甲
府
市
池
田
一

一
九
一
〇
一
一
五

訪
問
看
護
（
み
な
平
成
十
八
年
十
一

ク

丁
目
一
番
一
一

二
七
六

し
）

月
一
日

号

向
山
ク
リ
ニ
ッ

甲
府
市
池
田
一

一
九
一
〇
一
一
五

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
平
成
十
八
年
十
一

ク

丁
目
一
番
一
一

二
七
六

ー
シ
ョ
ン
（
み
な
月
一
日

号

し
）

向
山
ク
リ
ニ
ッ

甲
府
市
池
田
一

一
九
一
〇
一
一
五

居
宅
療
養
管
理
指
平
成
十
八
年
十
一

ク

丁
目
一
番
一
一

二
七
六

導
（
み
な
し
）

月
一
日

号

向
山
ク
リ
ニ
ッ

甲
府
市
池
田
一

一
九
一
〇
一
一
五

介
護
予
防
居
宅
療
平
成
十
八
年
十
一

ク

丁
目
一
番
一
一

二
七
六

養
管
理
指
導
（
み
月
一
日

号

な
し
）

向
山
ク
リ
ニ
ッ

甲
府
市
池
田
一

一
九
一
〇
一
一
五

介
護
予
防
訪
問
看
平
成
十
八
年
十
一

ク

丁
目
一
番
一
一

二
七
六

護
（
み
な
し
）

月
一
日

号

向
山
ク
リ
ニ
ッ

甲
府
市
池
田
一

一
九
一
〇
一
一
五

介
護
予
防
訪
問
リ
平
成
十
八
年
十
一

ク

丁
目
一
番
一
一

二
七
六

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
月
一
日

号

ン
（
み
な
し
）

フ
ァ
ー
マ
ラ
イ

富
士
吉
田
市
上

一
九
四
一
二
一
〇

居
宅
療
養
管
理
指
平
成
十
八
年
十
一

ズ
薬
局
富
士
吉

吉
田
二
丁
目
一

五
七
五

導
（
み
な
し
）

月
一
日

田
店

〇
番
二
号

フ
ァ
ー
マ
ラ
イ

富
士
吉
田
市
上

一
九
四
一
二
一
〇

介
護
予
防
居
宅
療
平
成
十
八
年
十
一

ズ
薬
局
富
士
吉

吉
田
二
丁
目
一

五
七
五

養
管
理
指
導
（
み
月
一
日

田
店

〇
番
二
号

な
し
）

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

南
巨
摩
郡
鰍
沢

一
九
七
〇
七
〇
〇

通
所
介
護

平
成
十
八
年
十
一

竹
馬

町
六
六
五
番
地

八
三
五

月
一
日

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
三
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
二
月
一
日

四
六



デ
イ
サ
ー
ビ
ス

南
巨
摩
郡
鰍
沢

一
九
七
〇
七
〇
〇

介
護
予
防
通
所
介
平
成
十
八
年
十
一

竹
馬

町
六
六
五
番
地

八
三
五

護

月
一
日

信
和
ビ
ジ
ネ
ス

大
月
市
御
太
刀

一
九
七
一
四
〇
〇

訪
問
介
護

平
成
十
八
年
十
一

株
式
会
社
介
護

一
丁
目
二
番
一

四
〇
一

月
一
日

支
援
セ
ン
タ
ー

四
号

や
す
ら
ぎ
大
月

信
和
ビ
ジ
ネ
ス

大
月
市
御
太
刀

一
九
七
一
四
〇
〇

介
護
予
防
訪
問
介
平
成
十
八
年
十
一

株
式
会
社
介
護

一
丁
目
二
番
一

四
一
九

護

月
一
日

支
援
セ
ン
タ
ー

四
号

や
す
ら
ぎ
大
月

信
和
ビ
ジ
ネ
ス

大
月
市
御
太
刀

一
九
七
一
四
〇
〇

居
宅
介
護
支
援

平
成
十
八
年
十
一

株
式
会
社
介
護

一
丁
目
二
番
一

四
二
七

月
一
日

支
援
セ
ン
タ
ー

四
号
都
留
信
用

や
す
ら
ぎ
大
月

組
合
大
月
支
店

二
階

コ
モ
ア
ケ
ア
セ

上
野
原
市
コ
モ

一
九
七
一
五
〇
〇

訪
問
介
護

平
成
十
八
年
十
一

ン
タ
ー
あ
い
里

ア
し
お
つ
一
丁

一
九
二

月
一
日

目
四
一
番
一
号

笛
吹
市
社
会
福

笛
吹
市
一
宮
町

一
九
七
一
八
〇
〇

訪
問
介
護

平
成
十
八
年
十
一

祉
協
議
会
訪
問

末
木
八
三
九
番

三
五
二

月
一
日

介
護
事
業
所

地
一

笛
吹
市
社
会
福

笛
吹
市
一
宮
町

一
九
七
一
八
〇
〇

介
護
予
防
訪
問
介
平
成
十
八
年
十
一

祉
協
議
会
訪
問

末
木
八
三
九
番

三
五
二

護

月
一
日

介
護
事
業
所

地
一

笛
吹
市
社
会
福

笛
吹
市
御
坂
町

一
九
七
一
八
〇
〇

居
宅
介
護
支
援

平
成
十
八
年
十
一

祉
協
議
会
居
宅

栗
合
八
七
番
地

三
六
〇

月
一
日

介
護
支
援
事
業

所

山
梨
県
立
青
い

笛
吹
市
春
日
居

一
九
七
一
八
〇
〇

特
定
施
設
入
居
者
平
成
十
八
年
十
一

鳥
老
人
ホ
ー
ム

町
小
松
八
五
五

三
七
八

生
活
介
護

月
一
日

番
地
一
九
二

山
梨
県
立
青
い

笛
吹
市
春
日
居

一
九
七
一
八
〇
〇

介
護
予
防
特
定
施
平
成
十
八
年
十
一

鳥
老
人
ホ
ー
ム

町
小
松
八
五
五

三
七
八

設
入
居
者
生
活
介
月
一
日

番
地
一
九
二

護

'

平
成
十
九
年
度
に
お
け
る
保
安
林
内
の
立
木
の
伐
採
を
許
可
す
べ
き
皆
伐
面
積
の
限
度

森
林
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
七
十
六
号
）
第
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

平
成
十
九
年
度
に
お
け
る
保
安
林
の
皆
伐
に
よ
る
立
木
の
伐
採
に
つ
き
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律

第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
四
条
第
一
項
の
許
可
を
す
べ
き
皆
伐
面
積
の
限
度
を
定
め
た
の
で
、
次
の

と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
九
年
二
月
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

同

一

の

単

位

と

さ

れ

る

保

安

林

皆

伐

面

積

の

限

度

甲
府
地
区
水
源
か
ん
養
保
安
林

一
、
六
三
八
・
二
五
ヘ
ク
タ
ー
ル

甲
府
地
区
土
砂
流
出
防
備
保
安
林

一
七
六
・
四
六
ヘ
ク
タ
ー
ル

甲
府
地
区
保
健
保
安
林

三
・
三
六
ヘ
ク
タ
ー
ル

笛
吹
川
水
源
か
ん
養
保
安
林

一
、
二
〇
四
・
九
八
ヘ
ク
タ
ー
ル

笛
吹
川
土
砂
流
出
防
備
保
安
林

一
一
〇
・
三
一
ヘ
ク
タ
ー
ル

笛
吹
川
干
害
防
備
保
安
林

〇
・
七
二
ヘ
ク
タ
ー
ル

鰍
沢
地
区
水
源
か
ん
養
保
安
林

一
、
七
九
五
・
九
八
ヘ
ク
タ
ー
ル

鰍
沢
地
区
土
砂
流
出
防
備
保
安
林

一
四
三
・
九
六
ヘ
ク
タ
ー
ル

鰍
沢
地
区
干
害
防
備
保
安
林

七
・
二
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル

鰍
沢
地
区
保
健
保
安
林

一
一
・
五
六
ヘ
ク
タ
ー
ル

韮
崎
地
区
水
源
か
ん
養
保
安
林

一
、
一
六
七
・
一
六
ヘ
ク
タ
ー
ル

韮
崎
地
区
土
砂
流
出
防
備
保
安
林

五
七
〇
・
四
四
ヘ
ク
タ
ー
ル

多
摩
川
上
流
水
源
か
ん
養
保
安
林

七
三
二
・
五
三
ヘ
ク
タ
ー
ル

多
摩
川
上
流
土
砂
流
出
防
備
保
安
林

一
六
・
五
四
ヘ
ク
タ
ー
ル

相
模
川
中
流
水
源
か
ん
養
保
安
林

一
、
一
五
六
・
三
七
ヘ
ク
タ
ー
ル

相
模
川
中
流
土
砂
流
出
防
備
保
安
林

一
四
九
・
九
三
ヘ
ク
タ
ー
ル

相
模
川
上
流
水
源
か
ん
養
保
安
林

一
二
二
・
七
八
ヘ
ク
タ
ー
ル

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
三
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
二
月
一
日

四
七



相
模
川
上
流
土
砂
流
出
防
備
保
安
林

一
七
二
・
三
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル

'

開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
及
び
開
発
行
為
の
う
ち
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
十
九
年
二
月
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

中
央
市
布
施
字
下
田
保
一
二
四
七
の
三
、
一
二
四
七
の
一
二
、
一
二
四
七
の
一
三
、
一
二
四
七
の

一
四
、
一
二
四
七
の
一
五
、
一
二
四
七
の
一
六
、
一
二
四
七
の
一
七
、
一
二
四
七
の
一
八
、
一
二
四

七
の
一
九
、
一
二
四
七
の
二
〇
及
び
一
二
四
七
の
二
一
の
区
域

二
　
公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

公
共
施
設
の
種
類
　
　
　
　
　
　
　
　
　
位
　
置
　
及
　
び
　
区
　
域

道
　
　
路

次
の
図
の
と
お
り

ゴ
ミ
置
き
場

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
中
北
建
設
事
務
所
（
峡
北
支
所
を
除

く
。）
及
び
中
央
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

三
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

甲
府
市
飯
田
二
丁
目
四
番
一
号
　
株
式
会
社
エ
ス
テ
ィ
ケ
イ
　
代
表
取
締
役
　
輿
水
修

正
　
　
　
誤

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

○
　
平
成
十
八
年
三
月
三
十
日
山
梨
県
規
則
第
六
号
（
技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
）

四
九

下

八

第
　
　
　
号

第
三
号

同

同

終
わ
り
か
ら
七
か

第
　
　
　
号

第
十
二
号

ら
六

発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
三
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
二
月
一
日

四
八


